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自己資本の充実の状況等について
　当行は、自己資本比率規制（第1の柱）に関する金融庁告示第19号（以下、告示）の一部改正にともない、平成25年度末より、
バーゼルⅢ基準により自己資本比率を算出しております。
　以下の記載の開示事項は、金融庁告示第７号に基づく開示事項になります。

●連結自己資本比率（国内基準）

項目
平成29年3月期 平成30年3月期

経過措置による
不算入額

経過措置による
不算入額

コア資本に係る基礎項目　　（1）
普通株式又は強制転換条項付優先株式に係る
株主資本の額　　 37,296 39,938

うち、資本金及び資本剰余金の額 2,001 2,001

うち、利益剰余金の額 35,355 37,997

うち、自己株式の額（△） ー ー

うち、社外流出予定額（△） 60 60

うち、上記以外に該当するものの額 ー ー

コア資本に算入されるその他の包括利益
累計額　　 △26 △49

うち、為替換算調整勘定 ー ー

うち、退職給付に係るものの額 △26 △49

普通株式又は強制転換条項付優先株式に
係る新株予約権の額　 ー ー

コア資本に係る調整後非支配株主持分の額 ー ー

コア資本に係る基礎項目の額に算入される
引当金の合計額　　 840 589

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 840 589

うち、適格引当金コア資本算入額 ー ー

適格旧非累積的永久優先株の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ー ー

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本
に係る基礎項目の額に含まれる額 ー ー

公的機関による資本の増強に関する措置を
通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

ー ー

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差
額の四十五パーセントに相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

1,454 1,219

非支配株主持分のうち、コア資本に係る基
礎項目の額に含まれる額

ー ー

コア資本に係る基礎項目の額　　　　（イ） 39,564 41,697

コア資本に係る調整項目　　（2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・
ライツに係るものを除く。）の額の合計額

644 429 612 153

うち、のれんに係るもの（のれん相当差
額を含む。）の額

ー ー ー ー

うち、のれん及びモーゲージ・サービシ
ング・ライツに係るもの以外の額

644 429 612 153

繰延税金資産（一時差異に係るものを除
く。）の額

ー ー ー ー

適格引当金不足額　　 ー ー ー ー

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当
する額

ー ー ー ー

負債の時価評価により生じた時価評価差額
であって自己資本に算入される額

ー ー ー ー

退職給付に係る資産の額 33 22 48 12

自己保有普通株式等（純資産の部に計上さ
れるものを除く。）の額　　

ー ー ー ー

意図的に保有している他の金融機関等の
対象資本調達手段の額

ー ー ー ー

少数出資金融機関等の対象普通株式等の額 ー ー ー ー

（単位：百万円、％）

特定項目に係る十パーセント基準超過額 ー ー ー ー

うち、その他金融機関等の対象普通株式
等に該当するものに関連するものの額

ー ー ー ー

うち、モーゲージ・サービシング・ライツ
に係る無形固定資産に関連するものの額

ー ー ー ー

うち、繰延税金資産（一時差異に係るも
のに限る。）に関連するものの額

ー ー ー ー

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 ー ー ー ー

うち、その他金融機関等の対象普通株式
等に該当するものに関連するものの額

ー ー ー ー

うち、モーゲージ・サービシング・ライツ
に係る無形固定資産に関連するものの額

ー ー ー ー

うち、繰延税金資産（一時差異に係るも
のに限る。）に関連するものの額

ー ー ー ー

コア資本に係る調整項目の額　　　　（ロ） 677 660

自己資本

自己資本の額（（イ）−（ロ））　　　　（ハ） 38,886 41,037

リスク・アセット等

信用リスク・アセットの額の合計額 358,630 373,084

うち、経過措置によりリスク・アセット
の額に算入される額の合計額 5,069 4,680

うち、無形固定資産（のれん及びモー
ゲージ・サービシング・ライツに係る
ものを除く。）

429 153

うち、繰延税金資産 ー ー

うち、退職給付に係る資産 22 12

うち、他の金融機関等向けエクスポー
ジャー ー ー

うち、上記以外に該当するものの額 4,617 4,515

マーケット・リスク相当額の合計額を
八パーセントで除して得た額 ー ー

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を
八パーセントで除して得た額 17,962 17,901

信用リスク・アセット調整額 ー ー

オペレーショナル・リスク相当額調整額 ー ー

リスク・アセット等の額の合計額　　（ニ） 376,593 390,986

連結自己資本比率

連結自己資本比率（（ハ）／（ニ） 10.32 10.49
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●単体自己資本比率（国内基準）

項目
平成29年3月期 平成30年3月期

経過措置による
不算入額

経過措置による
不算入額

コア資本に係る基礎項目　（1）
普通株式又は強制転換条項付優先株式に
係る株主資本の額　　 36,583 39,378

うち、資本金及び資本剰余金の額 2,001 2,001

うち、利益剰余金の額 34,642 37,437

うち、自己株式の額（△） ー ー

うち、社外流出予定額（△） 60 60

うち、上記以外に該当するものの額 ー ー

普通株式又は強制転換条項付優先株式に
係る新株予約権の額　 ー ー

コア資本に係る基礎項目の額に算入される
引当金の合計額　　 806 541

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 806 541

うち、適格引当金コア資本算入額 ー ー

適格旧非累積的永久優先株の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 ー ー

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本
に係る基礎項目の額に含まれる額 ー ー

公的機関による資本の増強に関する措置を
通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

ー ー

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差
額の四十五パーセントに相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

1,454 1,219

コア資本に係る基礎項目の額　　　　（イ） 38,844 41,138

コア資本に係る調整項目　（2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・
ライツに係るものを除く。）の額の合計額

643 428 611 152

うち、のれんに係るものの額 ー ー ー ー

うち、のれん及びモーゲージ・サービシ
ング・ライツに係るもの以外の額

643 428 611 152

繰延税金資産（一時差異に係るものを除
く。）の額

ー ー ー ー

適格引当金不足額　　 ー ー ー ー

証券化取引に伴い増加した自己資本に相当
する額

ー ー ー ー

負債の時価評価により生じた時価評価差額
であって自己資本に算入される額

ー ー ー ー

前払年金費用の額 16 10 52 13

自己保有普通株式等（純資産の部に計上さ
れるものを除く。）の額　　

ー ー ー ー

意図的に保有している他の金融機関等の
対象資本調達手段の額

ー ー ー ー

少数出資金融機関等の対象普通株式等の額 ー ー ー ー

特定項目に係る十パーセント基準超過額 ー ー ー ー

うち、その他金融機関等の対象普通株式
等に該当するものに関連するものの額

ー ー ー ー

うち、モーゲージ・サービシング・ライツ
に係る無形固定資産に関連するものの額

ー ー ー ー

うち、繰延税金資産（一時差異に係るも
のに限る。）に関連するものの額

ー ー ー ー

特定項目に係る十五パーセント基準超過額 ー ー ー ー

うち、その他金融機関等の対象普通株式
等に該当するものに関連するものの額

ー ー ー ー

うち、モーゲージ・サービシング・ライツ
に係る無形固定資産に関連するものの額

ー ー ー ー

うち、繰延税金資産（一時差異に係るも
のに限る。）に関連するものの額

ー ー ー ー

コア資本に係る調整項目の額　　　　（ロ） 659 664

自己資本
自己資本の額（（イ）−（ロ））　　　　　（ハ） 38,184 40,474

（単位：百万円、％）
リスク・アセット等　（3）
信用リスク・アセットの額の合計額 358,988 373,303

うち、経過措置によりリスク・アセット
の額に算入される額の合計額

5,056 4,681

うち、無形固定資産（のれん及びモー
ゲージ・サービシング・ライツに係る
ものを除く。）

428 152

うち、繰延税金資産 ー ー

うち、前払年金費用 10 13

うち、他の金融機関等向けエクスポー
ジャー ー ー

うち、上記以外に該当するものの額 4,617 4,515

マーケット・リスク相当額の合計額を
八パーセントで除して得た額 ー ー

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を
八パーセントで除して得た額 17,483 17,394

信用リスク・アセット調整額 ー ー

オペレーショナル・リスク相当額調整額 ー ー

リスク・アセット等の額の合計額　　（ニ） 376,471 390,698

自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ） 10.14 10.35



66

資
　
料
　
編

定性的な開示事項
1.　連結の範囲に関する事項（第12条第３項第１号）

イ．自己資本比率告示第26条の規定により連結自己資本比率を算出する対象

となる会社の集団（以下「連結グループ」という。）に属する会社と会計

連結範囲に含まれる会社との相違点及び当該相違点の生じた原因

　連結グループに属する会社と連結財務諸表規則に基づく連結範囲

に含まれる会社に相違点はございません。

ロ．連結グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及

び主要な業務の内容

　連結グループに属する連結子会社は以下の2社です。

・岳洋産業株式会社（店舗用不動産の賃貸管理業）

・静岡中央信用保証株式会社（信用保証業務）

ハ．自己資本比率告示第32条が適用される金融業務を営む関連法人等の数並

びに当該金融業務を営む関連法人等の名称、貸借対照表の総資産の額及

び純資産の額並びに主要な業務の内容

　自己資本比率告示第32条が適用される金融業務を営む関連法人等

はございません。

ニ．連結グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれないもの及び

連結グループに属しない会社であって会計連結範囲に含まれるものの名

称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容

　連結グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれない会

社及び連結グループに属しない会社であって会計連結範囲に含まれ

る会社はございません。

ホ．連結グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要

　連結グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等は特段ご

ざいません。

2.　自己資本調達手段の概要（第10条第３項第１号　第12条第３項第２号）

3.　自己資本の充実度に関する評価方法の概要

　　※銀行の自己資本の充実度に関する評価方法の概要（第10条第３項第２号）

※連結グループの自己資本の充実度に関する評価方法の概要（第12条第３項第３号）

　当行では、良質な資産の積上げと着実な収益の積上げによる内部留保の

拡大により充分な自己資本を確保するよう努めているとともに、自己資本

比率等を指標として健全性を評価しております。また、信用リスク、市場

リスク、オペレーショナル・リスク（事務リスク、システムリスク他）等、

当行の直面するリスクに関し、それぞれのカテゴリー毎に評価したリスク

を総体的に捉え、自己資本と比較・対照することによって、リスクに対し

て自己資本が十分であるかなど充実度を確認しております。

4.　信用リスクに関する事項（第10条第３項第３号　第12条第３項第４号）

イ．信用リスク管理の方針及び手続きの概要

○リスク管理の方針及び手続きの概要

　信用リスクとは、取引相手先の信用状態の悪化等により、与信取引の

価値が減少ないし消滅し、損失を被るリスクをいいます。

　当行では「信用リスク管理規程」に基づき、個別債務者に対する厳正

な与信審査・管理による「個別与信管理」（取引相手先ごとまたは取引ご

とに信用リスクの状況を把握・判断）と、銀行全体のポートフォリオに

おいて、特定の大口取引、業種、地域、与信形態など、同種のリスクへ

の過度の与信集中を回避するなど信用リスクの分散を図る「ポートフォ

リオ管理」（与信資産全体を一つの集合体として捉え、全体として信用リ

スクの状況を管理すること）を行っております。

　「個別与信管理」については、審査部門が個別債務者毎、個別与信稟

議毎に、信用状況、財務分析、資金使途、返済計画・能力等により適切

な与信判断をするとともに、実行後は常に個別債務者の信用状況を把握

し、定期的に信用格付を実施し、定期的に経営に報告するなど適切な事

後管理に努めております。

　「ポートフォリオ管理」は、銀行全体の与信ポートフォリオについて、

信用リスク管理部署が、大口個社や大口与信グループ、業種別与信の集

中度合等について、定期的にモニタリングを行うことにより、与信集中

によるリスクを回避しているとともに、信用リスクの計量化、モニタリ

ング結果を定期的に経営に報告するなど適切な管理に努めております。

※信用格付とは、行内の信用格付制度で、個別債務者に信用度に応じ

た信用格付を付与して分類するもので、案件審査や与信管理、与信ポー

トフォリオのモニタリングなどに利用しております。

○自己査定と償却・引当

　自己査定とは、債務者区分及び担保・保証等の状況をもとに債権回収

の危険性の度合いに応じて資産分類を行うものです。

　当行では、金融検査マニュアル等に即した自己査定基準および償却・

引当基準を定めており、自己査定を定期的に行い、適切な償却・引当を

行っております。

　貸倒引当金は、償却・引当基準に基づいて計上しており、債務者区分

が「正常先」「要注意先」に該当する債権については、一定の種類毎に分

類し、過去の貸倒実績から計算した将来の予想損失額を一般貸倒引当金

に計上しております。

　「破綻懸念先」「破綻先」「実質破綻先」に該当する債権については、

担保・保証等により回収が見込まれる部分以外の額について、個別貸倒

引当金の計上等を行っております。

ロ．標準的手法が適用されるポートフォリオに関する事項

　当行では、保有資産のリスク・ウェイトを判定する上で、すべてのエ

クスポージャーについて以下の4社の適格格付機関を使用しております。

なお、証券化エクスポージャーの種類に応じた適格格付機関の使い分け

は行っておりません。

・「R&I」「JCR」「Moody's」「S&P」

5.　信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要

　　（第10条第３項第４号　第12条第３項第５号）

　信用リスク削減手法とは、担保、保証、貸出金と預金の相殺等により、

保有債権のリスクを削減する手法をいいます。

　当行では、貸出等の与信取引を行うにあたり、返済可能性に関する十分

な検証を行っておりますが、その上で、信用リスクを軽減するために、担

保や保証等をいただくことがあります。当行が適用している担保や保証の

種類としては、担保では預金、有価証券、不動産等があり、不動産担保が

大半を占めています。保証では、信用保証協会、政府関係機関、地方公共

団体および、債務者の親会社による保証が主となっております。担保・保

証の評価や管理等の手続きについては、当行が定める行内規定に基づいて、

適切な取扱いを行っております。

　また、貸出金と預金の相殺を行う取引としては、手形貸付、割引手形、

証書貸付、当座貸越、債務保証等を対象としており、行内規定に基づいて

手続きをしております。

　なお、自己資本比率算出にあたっては、金融庁告示の要件を満たす適格

担保および適格保証、および、貸出金と自行預金の相殺を、信用リスク削

減手法として適用し、リスク・アセットを削減しております。適格担保の

内容としては自行預金、国債、上場株式等、適格保証の内容としては住宅

金融支援機構（前住宅金融公庫）や政府関係機関、地方公共団体の保証な

どが主なものです。

自己資本調達手段 概要

完全議決権株式普通株式

非累積的永久優先株式

期限付劣後債務

24百万株

ー百万株

ー百万株
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6.　派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク

管理の方針及び手続きの概要

　　（第10条第３項第５号　第12条第３項第６号）

　当行では、派生商品取引及び長期決済期間取引は行っておりません。

7.　証券化エクスポージャーに関する事項

　　（第10条第３項第６号　第12条第３項第７号）

　当行では、証券化取引へのオリジネーターとしての関与はありません。

また、投資家として当行以外のオリジネーターによる証券化商品の購入

はありません。

8.　マーケット・リスクに関する事項

　　（第10条第３項第７号　第12条第３項第８号）

　当行では、自己資本比率算出においてマーケット・リスク相当額と準

補完的項目の算入は行っておりません。

9.　オペレーショナル・リスクに関する事項

　　（第10条第３項第８号　第12条第３項第９号）

イ．オペレーショナル・リスク管理の方針及び手続きの概要

　オペレーショナル・リスクとは、内部プロセス・人・システムが不適

切であること、もしくは機能しないこと、または外生的事象が生起する

ことから生じる損失にかかるリスクをいいます。

　当行では、リスクに関する包括的な行内規定である「リスク管理基本

規程」において、オペレーショナル・リスクとして、事務リスク、シス

テムリスク、法務リスク（リーガルリスク）、風評（評判）リスク、有形

資産リスク、人的リスク、その他オペレーショナル・リスクの7つに分

類し、オペレーショナル・リスク管理規程を定め管理しております。

　また、個別に行内規定を定め、各リスクについて、それぞれ業務部、

システム部、コンプライアンス統括部、経営管理部、人事部等の管理部署

が個別リスクを管理し、事故データ等の蓄積を行っているほか、リスクを

統括する常務会に定期的にリスクの状況に関する報告を行っており

ます。

ロ．オペレーショナル・リスク相当額算出に使用する手法

　当行では、自己資本比率算出上のオペレーショナル・リスク相当額の

算出にあたっては「基礎的手法」（注）を採用しております。

（注）「基礎的手法」とは、自己資本比率算出において、オペレー

ショナル・リスク相当額を算出するための一手法であり、1年間の

粗利益の15%の直近3年間の平均値をオペレーショナル・リスク

相当額とするものです。

10.…銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管

理の方針及び手続の概要

　　（第10条第３項第９号　第12条第３項第10号）

　出資等のリスク管理につきましては、資金証券部において定期的にリ

スクを評価し、その状況について、ALM委員会や取締役会等に報告を行

っております。

　市場リスクの計測は、バリュー・アット・リスク（以下、「VaR」とい

う。）による分析を行い、VaRの算定にあたっては、分散共分散法（保有

期間3ヵ月、信頼区間99％、観測期間5年）を採用しております。

11.…銀行勘定における金利リスクに関する事項

　　（第10条第３項第10号　第12条第３項第11号）

イ．リスク管理の方針及び手続きの概要

　市場リスクとは、金利や為替、株価などの変動によって、保有する資

産・負債の価値が変動し、損失を被るリスクをいい、具体的には、金利

リスク、価格変動リスク、為替リスクに分けられます。

　当行では、市場リスク量を適切にコントロールするために、資金証券

部が市場リスクの状況をモニタリングしております。具体的には、計測

可能な市場リスクについては市場リスク量を計測し、また、ストレス・

テストやシミュレーション分析を行って、金利・株・為替市場が大きく

変動した場合に、当行が抱える市場リスク量や、当行の損益がどのよう

に変動するかを試算しております。

　資金証券部は、市場リスクの状況について、定期的にALM委員会に

報告し、ALM委員会が全体の資産と負債のバランスを管理するための

協議内容を取締役会等に報告しております。

ロ．銀行勘定における金利リスクの算定方法の概要

　当行では、銀行勘定（資産・負債勘定のうち、貸出金、預金、有価証

券など）における金利リスクを算定するにあたり、計量可能なリスクに

ついては、ベーシス・ポイント・バリュー（BPV）（注1）、ギャップ分

析（注2）、VaR（注3）などの計測手法を用いて、計測しております。

　また、ストレス・テストやシミュレーション分析を行い、金利が大き

く変動した場合等に想定しうる損失額等の把握を行うとともに、バック

テスティングにより、計測結果の検証を行っております。

（注1）BPV…金利が0.01%変化した場合の時価損益の変化

（注2）ギャップ分析…資産負債の残高を将来の金利改定期ごとに集

計して、そのギャップを分析する手法

（注3）VaR…一定の確率の下の予想最大損失額
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定量的な開示事項

1. その他金融機関等（自己資本比率告示第29条第６項第１号に規程するその他金融機関等をいう。）であっ
て銀行の子法人等であるもののうち、規制上の所有自己資本を下回った会社の名称と所有自己資本を下 
回った額の総額
　該当する会社はありません。

2. 信用リスクに対する所要自己資本の額 （単位：百万円）

信用リスク(Ａ)
（標準的手法）

【資産（オン・バランス）項目】計

現金

我が国の中央政府及び中央銀行向け

外国の中央政府及び中央銀行向け

国際決済銀行等向け

我が国の地方公共団体向け

外国の中央政府等以外の公共部門向け

国際開発銀行向け

地方公共団体金融機構向け

我が国の政府関係機関向け

地方三公社向け

金融機関及び第一種金融商品取引業者向け

法人等向け

中小企業等向け及び個人向け

抵当権付住宅ローン

不動産取得等事業向け

三月以上延滞等

取立未決済手形

信用保証協会等による保証付

株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付

出資等

（うち出資等のエクスポージャー）

（うち重要な出資のエクスポージャー）

上記以外

（うち他の金融機関等の対象資本調達手段
のうち対象普通株式等に該当するもの以
外のものに係るエクスポージャー

（うち特定項目のうち調整項目に算入さ
れない部分に係るエクスポージャー）

（うち右記以外のエクスポージャー）

証券化（オリジネーターの場合）

（うち再証券化）

証券化（オリジネーター以外の場合）

（うち再証券化）

複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）
のうち、個々の資産の把握が困難な資産
経過措置によりリスク・アセット
の額に算入されるものの額

他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエ
クスポージャーに係る経過措置によりリスク・
アセットの額に算入されなかったものの額

【オフ・バランス取引等項目】計

原契約期間が1年以下のコミットメント

原契約期間が1年超のコミットメント

信用供与に直接的に代替する偶発債務

（うち借入金の保証）

オペレーショナル・リスク（B）
（基礎的手法）

総所要自己資本額（A）+（Ｂ）

358,988

356,599

−

−

−

−

−

−

−

−

6

−

3,404

115,098

51,419

52,328

79,646

1,353

−

3,431

−

19,476

19,476

−

11,015

2,500

2,521

5,993
−

−

−

−

14,361

5,056

−

2,389

3…

2,173…

211

(211)

17,483

14,359

14,263

−

−

−

−

−

−

−

−

0

−

136

4,603

2,056

2,093

3,185

54

−

137

−

779

779

−

440

100

100

239
−

−

−

−

574

202

−

95

0

86

8

(8)

699

15,058

358,630

356,241

−

−

−

−

−

−

−

−

6

−

3,404

115,098

51,382

52,310

79,646

1,638

−

3,431

−

19,185

19,185

−

10,706

2,500

2,106

6,100
−

−

−

−

14,361

5,069

−

2,389

3…

2,173…

211…

(211)

17,962

14,345

14,249

−

−

−

−

−

−

−

−

0

−

136

4,603

2,055

2,092

3,185

65

−

137

−

767

767

−

428

100

84

244
−

−

−

−

574

202

−

95

0

86

8

(8)

718

15,063

373,303

371,102

−

−

−

−

−

−

−

−

5

−

3,186

118,578

54,440

55,608

83,126

70

−

3,418

−

22,330

22,330

−

9,851

2,500

898

6,453
−

−

−

−

15,805

4,681

−

2,201

42…

1,986…

172…

(172)

17,394

14,932

14,844

−

−

−

−

−

−

−

−

0

−

127

4,743

2,177

2,224

3,325

2

−

136

−

893

893

−

394

100

35

258
−

−

−

−

632

187

−

88

1

79

6

(6)

695

15,627

373,084

370,883

−

−

−

−

−

−

−

−

5

−

3,186

118,578

54,411

55,599

83,126

374

−

3,418

−

21,494

21,494

−

10,198

2,500

1,138

6,559
−

−

−

−

15,809

4,680

−

2,201

42…

1,986…

172…

(172)

17,901

14,923

14,835

−

−

−

−

−

−

−

−

0

-

127

4,743

2,176

2,223

3,325

14

-

136

-

859

859

-

407

100

45

262
−

−

−

−

632

187

−

88

1

79

6

(6)

716

15,639

平成29年3月期

単体
リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

連結 単体 連結

平成30年3月期

（注）所要自己資本額＝リスク・アセット×4%

①第12条第４項第１号

② 第10条第4項1号、第12条第４項第２号（自己資本の充実度に関する事項）
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3. 信用リスクに関する事項

●信用リスクに関するエクスポージャーおよび三月以上延滞エクスポージャーの期末残高
（単位：百万円、％）【単体】 【連結】

国 内 計
国 外 計
地 域 別 合 計
製 造 業
農 業・ 林 業
漁 業
鉱業・採石業・砂利採取業
建 設 業
電気・ガス・熱供給・水道業
情 報 通 信 業
運輸業・郵便業
卸・ 小 売 業
金融・保険業
不 動 産 業
不動産賃貸管理業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門・技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業・娯楽業
教育・学習支援業
医 療・ 福 祉
その他のサービス
国・地方公共団体
個人による貸家業
個 人
そ の 他
業 種 別 計
1 年 以 下
1年超3年以下
3年超5年以下
5年超7年以下
7年超10年以下
10… … 年… 超
期間の定めのないもの
残存期間別合計

信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高
貸出金、

その他の資産 有価証券 デリバティブ
取引

三月以上延滞
エクスポージャーの

期末残高
29年3月期 30年3月期 29年3月期 30年3月期 29年3月期 30年3月期 29年3月期 30年3月期 29年3月期 30年3月期
657,325
1,800

659,125
81,670
119
37
59

34,250
2,563
3,404
13,741
38,673
47,950
19,978
25,688
5,074
1,527
7,770
5,428
4,531
910

34,090
11,879
57,018
73,977
144,461
44,318
659,125
58,070
53,434
51,296
37,626
79,721
287,047
91,929
659,125

674,948
2,300

677,248
83,709
143
77
110

34,849
3,137
3,012
14,610
38,357
50,189
26,422
27,388
1,710
1,927
7,536
5,514
4,410
871

33,985
11,333
59,554
73,456
151,156
43,780
677,248
61,169
48,739
52,590
45,451
80,546
294,149
94,602
677,248

530,017
—

530,017
58,390
119
37
59

32,842
1,535
1,856
9,748
35,235
40,458
16,026
25,304
5,074
1,527
7,770
5,428
4,531
910

34,090
10,678
1,748
73,977
144,461
18,205
530,017
49,335
29,686
40,437
32,509
43,883
269,857
64,307
530,017

540,990
—

540,990
57,739
143
77
110

33,642
2,110
1,465
10,728
35,391
42,870
21,579
27,003
1,710
1,927
7,536
5,514
4,410
871

33,985
9,933
1,595
73,456
151,156
16,027
540,990
49,881
31,091
42,369
28,086
45,572
280,588
63,401
540,990

127,307
1,800

129,107
23,280

—
—
—

1,408
1,028
1,547
3,992
3,438
7,492
3,952
384
—
—
—
—
—
—
—

1,200
55,269

—
—

26,112
129,107
8,734
23,747
10,858
5,116
35,838
17,189
27,622
129,107

133,958
2,300

136,258
25,970

—
—
—

1,207
1,027
1,547
3,881
2,965
7,319
4,843
384
—
—
—
—
—
—
—

1,400
57,959

—
—

27,752
136,258
11,288
17,648
10,221
17,364
34,973
13,561
31,201
136,258

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1,369
—

1,369
1
—
—
—
11
—
—
—
65
—
77
314
—
—
—
0
0
—
—
73
—

706
118
—

1,369

257
—

257
0
—
—
—
7
—
—
—
52
—
—

124
—
0
—
1
—
—
—
4
—
—
31
35
257

（注）   1. 「貸出金、その他の資産」項目には、貸出金、コミットメント、現金預け金、コールローン等が計上されています。
 2. 「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3 ヶ月以上延滞しているエク

スポージャー、または引当金勘案前でリスク・ウェイトが150%以上であるエクスポージャー。
 3. エクスポージャーの内訳については、「貸出金、その他の資産」「有価証券」「デリバティブ取引」に区分し、従来業

種別でその他に区分していたエクスポージャー等を詳細に区分し表示しております。

（注）   1. 「貸出金、その他の資産」項目には、貸出金、コミットメント、現金預け金、コールローン等が計上されています。
 2. 「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3 ヶ月以上延滞しているエク

スポージャー、または引当金勘案前でリスク・ウェイトが150%以上であるエクスポージャー。
 3. エクスポージャーの内訳については、「貸出金、その他の資産」「有価証券」「デリバティブ取引」に区分し、従来業

種別でその他に区分していたエクスポージャー等を詳細に区分し表示しております。

（単位：百万円）

●一般貸倒引当金、個別貸倒引当金、投資損失引当金勘定の期末残高および期中増減額
【単体】

期首残高 当期増減額 期末残高

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

投資損失引当金

合　計

29年3月期
30年3月期
29年3月期
30年3月期
29年3月期
30年3月期
29年3月期
30年3月期

△…48
△…264

△…1,802
△…531

—
△…545

△…1,850
△…1,341

855
806

3,269
1,467
545
545

4,669
2,818

806
541

1,467
935
545
—

2,818
1,477

（単位：百万円）【連結】
期首残高 当期増減額 期末残高

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

投資損失引当金

合　計

29年3月期
30年3月期
29年3月期
30年3月期
29年3月期
30年3月期
29年3月期
30年3月期

△…50
△…251

△…1,808
△…597

—
—

△…1,859
△…848

891
840

3,708
1,899

—
—

4,599
2,740

840
589

1,899
1,301

—
—

2,740
1,891

（単位：百万円） （単位：百万円）

●個別貸倒引当金の地域別、業種別内訳
【単体】 【連結】

期首残高 当期増減額 期末残高
29年3月期 30年3月期 29年3月期 30年3月期 29年3月期 30年3月期

国 内 計
国 外 計

地 域 別 計
製 造 業
農 業 ・ 林 業
漁 業
鉱業・採石業・砂利採取業
建 設 業
電気・ガス・熱供給・水道業
情 報 通 信 業
運 輸 業・ 郵 便 業
卸 ・ 小 売 業
金 融・ 保 険 業
不 動 産 業
不 動 産 賃 貸 管 理 業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門・技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業・娯楽業
教 育・ 学 習 支 援 業
医 療 ・ 福 祉
そ の 他 の サ ー ビ ス
国・ 地 方 公 共 団 体
個 人 に よ る 貸 家 業
個 人
そ の 他

業 種 別 計

3,269
—

3,269
368
—
—
—
21
—
—
—

1,243
—
52
293
—
33
179
108
150
—
25
569
—

197
17
7

3,269

△…1,802
—

△…1,802
△…186

—
—
—

△…5
—
—
—

△…1,182
—

△…9
△…89
—

△…33
△…45
△…28
△…108

—
△0

△…18
—

△…118
23
2

△…1,802

1,467
—

1,467
181
—
—
—
16
—
—
—
60
—
43
204
—
—

134
80
42
—
25
550
—
79
40
9

1,467

1,467
—

1,467
181
—
—
—
16
—
—
—
60
—
43
204
—
—

134
80
42
—
25
550
—
79
40
9

1,467

△…531
—

△…531
32
—
—
—
0
—
—
—
16
—
17

△…37
—
—

△…22
43
△…7
—
7

△…550
—

△…19
△…40
28

△…531

935
—

935
213
—
—
—
16
—
—
—
76
—
60
167
—
—

111
123
35
—
33
—
—
59
—
37
935

国 内 計
国 外 計
地 域 別 合 計
製 造 業
農 業・ 林 業
漁 業
鉱業・採石業・砂利採取業
建 設 業
電気・ガス・熱供給・水道業
情 報 通 信 業
運輸業・郵便業
卸・ 小 売 業
金融・保険業
不 動 産 業
不動産賃貸管理業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門・技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業・娯楽業
教育・学習支援業
医 療・ 福 祉
その他のサービス
国・地方公共団体
個人による貸家業
個 人
そ の 他
業 種 別 計
1 年 以 下
1年超3年以下
3年超5年以下
5年超7年以下
7年超10年以下
10… … 年… 超
期間の定めのないもの
残存期間別合計

信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高
貸出金、

その他の資産 有価証券 デリバティブ
取引

三月以上延滞
エクスポージャーの

期末残高
29年3月期 30年3月期 29年3月期 30年3月期 29年3月期 30年3月期 29年3月期 30年3月期 29年3月期 30年3月期
657,247
1,800

659,047
81,974
119
37
59

34,250
2,563
3,404
13,741
38,673
46,820
19,978
25,678
5,074
1,527
7,770
5,428
4,531
910

34,090
11,879
57,823
73,977
144,461
44,271
659,047
58,070
53,434
52,101
37,626
79,721
287,047
91,046
659,047

675,518
2,300

677,818
84,013
143
77
110

34,849
3,137
3,012
14,610
38,357
49,059
26,422
27,378
1,710
1,927
7,536
5,514
4,410
871

33,985
11,333
60,358
73,456
151,156
44,382
677,818
61,169
49,543
52,990
45,451
80,546
294,149
93,968
677,818

529,971
—

529,971
58,390
119
37
59

32,842
1,535
1,856
9,748
35,235
40,458
16,026
25,304
5,074
1,527
7,770
5,428
4,531
910

34,090
10,678
1,748
73,977
144,461
18,158
529,971
49,335
29,686
40,437
32,509
43,883
269,857
64,260
529,971

541,192
—

541,192
57,739
143
77
110

33,642
2,110
1,465
10,728
35,391
42,870
21,579
27,003
1,710
1,927
7,536
5,514
4,410
871

33,985
9,933
1,595
73,456
151,156
16,229
541,192
49,881
31,091
42,369
28,086
45,572
280,588
63,603
541,192

127,276
1,800

129,076
23,584

—
—
—

1,408
1,028
1,547…
3,992
3,438
6,362
3,952
374
—
—
—
—
—
—
—

1,200
56,075

—
—

26,112
129,076
8,734
23,747
11,663
5,116
35,838
17,189
26,786
129,076

134,326
2,300

136,626
26,274

—
—
—

1,207
1,027
1,547
3,881
2,965
6,189
4,843
374
—
—
—
—
—
—
—

1,400
58,763

—
—

28,153
136,626
11,288
18,452
10,621
17,364
34,973
13,561
30,365
136,626

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1,895
—

1,895
1
—
—
—
11
—
—
—
65
—
77
314
—
—
—
0
0
—
—
73
—

706
644
—

1,895

765
—

765
0
—
—
—
7
—
—
—
52
—
—

124
—
0
—
1
—
—
—
4
—
—

540
35
765

期首残高 当期増減額 期末残高
29年3月期 30年3月期 29年3月期 30年3月期 29年3月期 30年3月期

国 内 計
国 外 計

地 域 別 計
製 造 業
農 業 ・ 林 業
漁 業
鉱業・採石業・砂利採取業
建 設 業
電気・ガス・熱供給・水道業
情 報 通 信 業
運 輸 業・ 郵 便 業
卸 ・ 小 売 業
金 融・ 保 険 業
不 動 産 業
不 動 産 賃 貸 管 理 業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門・技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業・娯楽業
教 育・ 学 習 支 援 業
医 療 ・ 福 祉
そ の 他 の サ ー ビ ス
国・ 地 方 公 共 団 体
個 人 に よ る 貸 家 業
個 人
そ の 他

業 種 別 計

3,708
—

3,708
368
—
—
—
21
—
—
—

1,243
—
52
293
—
33
179
108
150
—
25
569
—

197
455
7

3,708

△…1,808
—

△…1,808
△…186

—
—
—

△…5
—
—
—

△…1,182
—

△…9
△…89
—

△…33
△…45
△…28
△…108

—
△0

△…18
—

△…118
17
2

△…1,808

1,899
—

1,899
181
—
—
—
16
—
—
—
60
—
43
204
—
—

134
80
42
—
25
550
—
79
473
9

1,899

1,899
—

1,899
181
—
—
—
16
—
—
—
60
—
43
204
—
—

134
80
42
—
25
550
—
79
473
9

1,899

△…597
—

△…597
32
—
—
—
0
—
—
—
16
—
17

△…37
—
—

△…22
43
△…7
—
7

△…550
—

△…19
△…106

28
△…597

1,301
—

1,301
213
—
—
—
16
—
—
—
76
—
60
167
—
—

111
123
35
—
33
—
—
59
366
37

1,301

（単位：百万円、％）

③ 第10条第４項第２号、第12条第４項第３号（信用リスクに関する事項）
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●業種別の貸出金償却の額

【単体】 （単位：百万円）

●リスク・ウェイトの区分毎の信用リスク削減手法の効果を勘案した後の残高および資本控除した額

信用リスク削減手法勘案後のエクスポージャーの額
29年3月期 30年3月期

格付適用 格付不適用 格付適用 格付不適用
0%
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
250%
1,250%
合　計

—
—

19,521
—

22,254
1,500
12,340
800

1,000
—

57,415

109,013
45,572
2,481

150,550
56

71,178
219,386
1,599
1,008

—
600,847

—
—

18,332
—

22,552
1,000
12,990
1,400
1,000

—
57,275

106,839
45,450
1,000

160,390
32

75,362
228,406
1,259
359
—

619,098
（注）1. 「格付適用」とは、リスク・ウェイト算定にあたり、格付を適用し

ているエクスポージャーであり、「格付不適用」とは、格付を適用
していないエクスポージャー。なお、格付は適格格付機関が付与し
ているものに限る。

 2. 「格付適用」エクスポージャーには、原債務者の格付を適用してい
るエクスポージャーに加え、保証人の格付を適用しているエクスポ
ージャーや、ソブリン格付に準拠したリスク・ウェイトを適用して
いるエクスポージャーが含まれる。

【連結】 （単位：百万円）

信用リスク削減手法勘案後のエクスポージャーの額
29年3月期 30年3月期

格付適用 格付不適用 格付適用 格付不適用
0%
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
250%
1,250%
合　計

—
—

19,521
—

22,254
1,500
12,340
800

1,000
—

57,415

109,818
45,572
2,481

150,500
78

71,128
219,186
1,798
842
—

601,407

—
—

18,332
—

22,552
1,000
12,990
1,400
1,000

—
57,275

107,643
45,850
1,000

160,365
51

75,324
227,644
1,476
455
—

619,811
（注）1. 「格付適用」とは、リスク・ウェイト算定にあたり、格付を適用し

ているエクスポージャーであり、「格付不適用」とは、格付を適用
していないエクスポージャー。なお、格付は適格格付機関が付与し
ているものに限る。

 2. 「格付適用」エクスポージャーには、原債務者の格付を適用してい
るエクスポージャーに加え、保証人の格付を適用しているエクスポ
ージャーや、ソブリン格付に準拠したリスク・ウェイトを適用して
いるエクスポージャーが含まれる。

4. 信用リスク削減手法に関する事項

●信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額

5. 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
　派生商品取引及び長期決済期間取引はありません。

　　該当事項はありません。

6. 証券化エクスポージャーに関する事項
　 当行では、証券化取引へのオリジネーターとしての関与はありません。また、投資家として当行以外のオリジネーターによ
る証券化商品の購入はありません。     

適格金融資産担保が適用されたエクスポージャー
保証またはクレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャー

29年3月期 30年3月期
単体
1,519
388

1,519
388

連結 単体
1,296
311

連結
1,296
311

（単位：百万円）

④ 第10条第４項第３号、第12条第４項第４号（信用リスク削減手法に関する事項）

⑤ 第10条第４項第４号、第12条第４項第５号（派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスク
に関する事項）

⑥ 第10条第４項５号、第12条第４項６号（証券化エクスポージャーに関する事項）
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8. 銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額

●金利ショックに対する経済的価値の変動額と経済的価値低下率（アウトライヤー比率）
（単位：百万円）

29年3月期 30年3月期

金利ショックに対する経済的価値の変動額
経済的価値低下率（アウトライヤー比率）

411
1.08%

2,357
5.82%

（単位：百万円）

29年3月期 30年3月期
単体 連結 単体 連結

貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額
貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

4,763
—

4,763
—

5,688
—

5,732
—

●貸借対照表で認識され、損益計算書で認識されない評価損益の額、貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

（注）1. 金利ショックは、保有期間1年、計測期間5年で計測される金利変動の1％タイル値と99％タイル値を採用しております。
2. コア預金を反映した上で、金利ショックに対する経済的価値の変動額を算出しております。
3. コア預金とは、明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される預金のうち、引き出されることなく、長期間銀行に滞留する預金で「①過去5年の最

低残高」、「②過去5年の最大年間流出量を現在残高から差し引いた残高」、「③現在残高の50％相当額」の3項目のうち、最小の額を平均満期2.5年として算出しております。
4. 経済価値低下率（アウトライヤー比率）

バーゼルⅡ第2の柱のアウトライヤー規制における比率。
算出方法…金利リスク量÷（自己資本の額）

【単体】 （単位：百万円）

29年3月期 30年3月期
貸借対照表計上額 時価 貸借対照表計上額 時価

上場している出資等
上記に該当しない出資等

合　計

22,649
2,152
24,802

25,472
2,152
27,62524,802 27,625

（単位：百万円）

29年3月期 30年3月期
単体 連結 単体 連結

売却損益額
償却額

701
△…42

701
△…42

1,449
—

1,449
—

●銀行勘定における出資等の売却及び償却に伴う損益の額

【連結】 （単位：百万円）

29年3月期 30年3月期
貸借対照表計上額 時価 貸借対照表計上額 時価

上場している出資等
上記に該当しない出資等

合　計

22,951
1,012
23,964

25,813
1,012
26,82623,964 26,826

7. 銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項
●銀行勘定における出資等の貸借対照表計上額および時価

【単体】 【連結】
　連結子会社の資産及び負債を加えた金利リスクは、銀行本体の金利リスクと比較
して影響が軽微であると判断しており、そのため連結ベースでの計測は行っており
ません。

⑦ 第10条第４項第７号、第12条第４項第８号（銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャー
に関する事項）       

⑧　第10条第４項９号、第12条第４項第10条（銀行勘定における金利リスクに対して銀行が内部管理
上使用した金利ショックに対する損益又は経済的価値の増減額）


